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議
案
第
二
十
九
号

三
朝
町
身
体
辞
書
者
医
療
費
助
成
条
例
の
･
1
部
改
正
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
三
朝
町
身
体
辞
書
者
医
療
費
助
成
粂
細
の
蒜
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
へ
地
方
自
治

汰
(
昭
和
二
+
t
毒
法
律
第
六
十
七
号
)
第
九
十
六
条
第
表
の
規
定
,
u
よ
り
頚
木
議
会
の
議
決
を
東
め

る
｡
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三
朝
町
身
体
辞
書
者
医
療
女
助
成
条
例
の
1
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
身
体
障
害
者
医
療
費
助
成
条
例
(
昭
和
五
十
七
年
三
朝
町
条
例
第
九
号
)
の
1
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

患
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡
二

三
朝
町
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
条
例し

第
一
粂
中
　
｢
身
体
障
害
者
｣
　
を
　
r
心
身
障
害
者
｣
　
に
改
め
る
｡

第
二
粂
第
一
項
本
文
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

こ
の
条
例
に
お
い
て
　
｢
心
身
障
害
者
｣
と
は
'
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
'
町
内
に
住
所
を
有
す
る
者
を

い
う
｡

第

二

廉

第

t

項

に

次

の
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号

を

加

え

る
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身
体
障
害
者
福
祉
法
(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
)
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
､
交
付
を

■

受
け
た
身
体
障
害
者
手
帳
に
身
体
上
の
/
障
害
の
程
度
が
三
億
又
は
四
散
で
あ
る
者
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
者

二
　
児
童
相
鉄
所
又
は
精
神
薄
弱
者
更
生
相
談
所
に
お
い
て
精
神
薄
弱
者
と
判
定
さ
れ
た
者
で
'
-
葉
音
手
帳
制
度
事

績
(
昭
和
四
十
八
年
厚
生
省
発
児
第
百
五
十
六
号
厚
生
事
務
次
官
通
知
)
に
よ
り
療
育
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
者

第
五
条
の
見
出
し
を
｢
(
医
療
費
助
成
金
の
請
求
)
｣
に
改
め
'
同
条
申
r
医
療
費
諦
求
書
｣
を
r
医
療
費
助
成
金

一

請
求
書
｣
　
に
改
め
る
｡
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集
中
産
廃
費
の
受
給
者
｣
を
r
被
保
険
者
等
｣
に
'
｢
医
轟
き
を
r
医
療
費
胡
成
金
｣
に
改
め
る
?

ヽ

第
七
桑
の
見
出
し
を
｢
還
療
章
助
成
金
ゐ
逝
き
｣
に
改
め
'
･
同
条
干
r
医
療
費
の
助
成
十
を
r
医
療
費
助
成
金
｣

に
,
 
]
｢
助
成
し
た
医
療
費
｣
を
r
支
給
し
た
医
鼻
糞
助
成
金
二
に
改
め
る
｡
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こ
の
条
例
は
､
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
｡
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